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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２６年５月２６日 １２時５０分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港の千葉第３区のＳＮＣ・ＪＴＴ共同桟橋 

 千葉港丸紅シーバース灯から真方位０５６°１,５３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３６.２′ 東経１４０°０５.６′） 

事故調査の経過  平成２６年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 海
かい

成
せい

丸、４９９トン 

１３５２５２、個人所有 

 ７８.１５ｍ×１２.００ｍ×７.０５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年７月１８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１９年８月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年６月２０日 

  免状有効期間満了日 平成２９年８月１日 

機関長 男性 ５４歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５５年８月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年９月２０日 

  免状有効期間満了日 平成３０年９月１９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷外板に破口 

桟橋 コンクリートブロック先端部に割損 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、千葉港千葉第３区の

日本サイロ新港内航船岸壁（以下「本件岸壁」という。）へ着岸する

ため、平成２６年５月２６日１１時２０分ごろ千葉航路５号灯浮標西

方の錨地を発し、船長が、単独で船橋当直に就き、手動操舵で操船を

行い、千葉県千葉市中央区の中央ふ頭西方の水路を本件岸壁へ向けて

北東進した。 

 本船は、機関を減速し、左転して出港船の通過を待った後、本件岸
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壁へ向かって前進し、機関及びバウスラスタを適宜使用して着岸しよ

うとしたものの、風で本件岸壁の西方に位置する岸壁（以下「本件西

側岸壁」という。）の方へ圧流されたことから、着岸を中止し、機関

を後進にかけて本件岸壁から離れた。 

船長は、風による圧流を考慮し、風上方向に回り込んで本船を本件

岸壁へ向けて前進させたところ、再び本船が風により本件西側岸壁の

方へ圧流されたので、着岸をやり直そうとして、機関を後進にかけた

ところ、本船が本件西側岸壁の西方に位置するＳＮＣ・ＪＴＴ共同桟

橋（以下「本件桟橋」という。）の方へ圧流されることを認めた。 

 本船は、船長が、機関及びバウスラスタを操作して体勢を立て直そ

うとしたが、本件桟橋への接触を回避することができないと思い、機

関を中立にしたところ、船尾にいた機関長が昇橋し、体勢を立て直す

ために機関を後進にかけようとしたものの、１２時５０分ごろ左舷外

板が本件桟橋の南端に衝突した。 

 船長及び機関長は、風が強く本件桟橋からの離岸が無理であると思

い、本船を本件桟橋に係船したところ、状況を見ていた本件桟橋を管

理する会社が海上保安庁へ通報した。 

 本船は、船長が、本船の損傷状況を確認してタグボートを手配し、

航行の許可を得て本件桟橋を離れ、１５時５０分ごろ本件岸壁に着岸

した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南西、風速 約１５m/s、最大瞬間風速

約１７m/s 

海象：波向 南南西、波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 千葉市には、０４時４７分に強風注意報及び波浪注意報が発表さ

れ、本事故時も継続していた。 

 その他の事項  本船は、バウスラスタを備えており、本事故当時、空船状態であっ

た。 

 船長は、携帯電話、インターネット等で気象情報を入手しており、

本事故当時、風が収まる様子がなく、時間の経過とともに更に風が強

くなることが予測されていたが、現状ならフェンダを用意すれば着岸

可能であると思い、これ以上風速が増大する前に着岸しようと考え、

乗組員にフェンダを用意させた。 

 船長は、ふだん、着岸操船時に風が強いときには、錨を使用してい

たが、本件岸壁の北東方には、日本サイロ新港本船桟橋があり、同桟

橋のムアリングドルフィンが、本件岸壁の約１５ｍ南東方にあるの

で、錨を使用できなかった。 

 船長は、機関長から本船の操船要領を教わっており、ふだん、機関

長と交替で操船に当たっていた。 

 船長は、約６年の船長経験を有し、本件岸壁に着岸するのは、２回

目であった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、強風注意報が発表されている状況下、千葉港千葉第３区に

おいて、本件岸壁へ着岸操船中、船長が、本件岸壁近くにムアリング

ドルフィンがある状況で、錨を使用せずに単独で着岸が可能であると

思い、着岸操船を行ったところ、風により本件岸壁の西方へ圧流され

たことから、着岸をやり直そうとして機関を後進にかけたものの、本

件桟橋に向けて圧流され、本件桟橋と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、強風注意報が発表されている状況下、千葉港千葉第３区

において、本船が、本件岸壁へ着岸操船中、船長が、本件岸壁近くに

ムアリングドルフィンがある状況で、錨を使用せずに単独で着岸が可

能であると思い、着岸操船を行ったところ、風により本件岸壁の西方

へ圧流されたため、着岸をやり直そうとして機関を後進にかけたもの

の、本件桟橋に向けて圧流され、本件桟橋と衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、着岸予定場所の状況及び気象状況を考慮して入港の可否

判断を行うこと。 

・強風下で着岸作業を行う際、錨を使用できないときは、引船の使

用を考慮すること。 

 


